
昭
和
六
十
年
大
蔵
省
令
第
一
号

た
ば
こ
税
法
施
行
規
則

た
ば
こ
消
費
税
法
施
行
令
（
昭
和
六
十
年
政
令
第
五
号
）
第
五
条
第
三
項
第
二
号
及
び
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
た
ば
こ
消
費
税
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
定
義
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
製
造
た
ば
こ
」
と
は
、
た
ば
こ
税
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
七
十
二
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
製
造
た
ば
こ
（
法
第
八
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
製
造

た
ば
こ
と
み
な
さ
れ
る
製
造
た
ば
こ
代
用
品
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
製
造
た
ば
こ
代
用
品
」
と
い
う
。
）
及
び
法
第
八
条
第
二
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
製
造
た
ば
こ
と
み
な
さ
れ
る
加
熱
式
た
ば
こ
の
喫
煙
用
具
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
加
熱
式
た
ば
こ
の
喫
煙
用
具
」
と
い
う
。
）
を
含
む
。
）
を
い
い
、
そ
の
区
分
は
、
法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
（
製
造
た
ば
こ
代
用
品
に
つ
い
て
は
法
第
八
条
第
一
項
後
段
の
規
定
を
、
加
熱
式
た
ば
こ
の
喫
煙
用
具
に
つ
い

て
は
同
条
第
二
項
後
段
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
製
造
た
ば
こ
と
み
な
さ
れ
る
加
熱
式
た
ば
こ
の
喫
煙
用
具
の
製
造
者
の
範
囲
）

第
二
条
　
た
ば
こ
税
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
二
第
四
号
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一
　
法
第
十
二
条
第
六
項
又
は
第
十
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
製
造
た
ば
こ
製
造
者
（
法
第
六
条
第
四
項
に
規
定
す
る
製
造
た
ば
こ
製
造
者
を
い
う
。
）
と
み
な
さ
れ
る
者

二
　
令
第
二
条
の
二
第
三
号
の
加
熱
式
た
ば
こ
の
喫
煙
用
具
を
同
号
の
委
託
を
受
け
た
者
又
は
前
号
に
掲
げ
る
者
か
ら
委
託
を
受
け
て
製
造
し
た
者

（
加
熱
式
た
ば
こ
の
重
量
の
計
算
か
ら
除
外
さ
れ
る
も
の
の
範
囲
）

第
三
条
　
法
第
十
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
フ
ィ
ル
タ
ー
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
　
加
熱
式
た
ば
こ
（
次
号
に
掲
げ
る
加
熱
式
た
ば
こ
の
喫
煙
用
具
を
除
く
。
）
　
当
該
加
熱
式
た
ば
こ
に
巻
か
れ
た
紙
及
び
葉
た
ば
こ
（
た
ば
こ
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
二
条
第
二
号
（
定
義
）
に
規
定
す

る
葉
た
ば
こ
を
い
う
。
）
が
充
塡
さ
れ
て
い
る
容
器

二
　
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
製
造
た
ば
こ
と
み
な
さ
れ
る
加
熱
式
た
ば
こ
の
喫
煙
用
具
　
当
該
加
熱
式
た
ば
こ
の
喫
煙
用
具
に
充
塡
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
グ
リ
セ
リ
ン
そ
の
他
の
物
品
又
は
こ
れ
ら
の
混
合
物
以
外
の

も
の

（
対
価
た
る
金
額
が
確
定
し
て
い
な
い
加
熱
式
た
ば
こ
の
金
額
の
計
算
方
法
）

第
四
条
　
法
第
十
条
第
三
項
第
二
号
ロ
（
１
）
に
掲
げ
る
加
熱
式
た
ば
こ
の
製
造
者
が
販
売
す
る
目
的
で
当
該
加
熱
式
た
ば
こ
を
製
造
場
か
ら
移
出
し
た
時
に
お
い
て
当
該
加
熱
式
た
ば
こ
の
対
価
た
る
金
額
が
確
定
し
て
い
な
い
場
合

又
は
当
該
製
造
者
が
販
売
以
外
の
目
的
で
当
該
加
熱
式
た
ば
こ
を
製
造
場
か
ら
移
出
し
た
場
合
に
お
け
る
同
号
ロ
に
定
め
る
金
額
は
、
同
号
ロ
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額
と
す
る
。

一
　
当
該
加
熱
式
た
ば
こ
の
製
造
者
が
当
該
移
出
し
た
加
熱
式
た
ば
こ
の
製
造
及
び
販
売
に
つ
き
要
し
た
費
用
又
は
通
常
要
す
べ
き
費
用
の
金
額
（
法
第
十
条
第
三
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
消
費
税
等
相
当
額
を
除
く
。
）
に
、
当
該

金
額
に
百
分
の
十
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額

二
　
前
号
に
掲
げ
る
金
額
に
令
第
三
条
第
六
項
に
規
定
す
る
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額

２
　
前
項
の
計
算
に
関
し
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
金
額
に
一
銭
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。

（
未
納
税
引
取
り
の
目
的
及
び
製
造
場
）

第
五
条
　
令
第
五
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
目
的
に
充
て
る
た
め
の
製
造
た
ば
こ
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
製
造
た
ば
こ
と
し
、
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
場
所
は
、
当
該
各
号
に
定
め

る
場
所
と
す
る
。

一
　
輸
出
さ
れ
た
製
造
た
ば
こ
で
当
該
製
造
た
ば
こ
製
造
者
が
自
己
の
製
造
た
ば
こ
の
製
造
場
又
は
蔵
置
場
へ
引
き
取
る
た
め
の
も
の
　
当
該
製
造
た
ば
こ
の
製
造
場
又
は
蔵
置
場

二
　
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
製
造
た
ば
こ
と
み
な
さ
れ
る
加
熱
式
た
ば
こ
の
喫
煙
用
具
で
当
該
製
造
た
ば
こ
製
造
者
が
自
己
の
製
造
た
ば
こ
の
製
造
場
又
は
蔵
置
場
へ
引
き
取
る
た
め
の
も
の
（
当
該
製
造
た
ば
こ
製
造
者

が
製
造
し
た
加
熱
式
た
ば
こ
の
喫
煙
の
用
に
供
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
も
の
に
限
る
。
）
　
当
該
製
造
た
ば
こ
の
製
造
場
又
は
蔵
置
場

（
輸
出
さ
れ
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
）

第
六
条
　
令
第
七
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地

位
に
関
す
る
協
定
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
合
衆
国
軍
事
郵
便
局
の
証
明
し
た
書
類
と
す
る
。

附
　
則
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
一
二
月
三
〇
日
大
蔵
省
令
第
五
五
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
八
月
二
一
日
大
蔵
省
令
第
六
九
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
三
月
三
一
日
財
務
省
令
第
二
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
三
月
三
一
日
財
務
省
令
第
一
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

1


